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第９期計画における国の方針について 

１ 計画のコンセプト 

介護保険制度は３年ごとに大きな見直しが行われています。第６期計画以降の市

町村介護保険事業計画は「地域包括ケア計画」として位置づけられるものであり、

団塊の世代の高齢者が 75歳以上となる令和７年に向けて、「医療」「介護」「住ま

い」「生活支援」「介護予防」を柱として高齢者の生活を支援していく「地域包括ケ

アシステム」の段階的な構築に取り組むこととなっています。 

図表 地域包括ケアシステムの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団塊の世代がいよいよ 75 歳以上（後期高齢者）となる 2025 年をまもなく迎える

中で、第９期計画の策定においても、これまで進めてきた「地域包括ケアの推進」

「地域共生社会の実現」をベースとしながら、高齢者の就労の場の確保や高齢者の

生きがいづくり（ボランティア・生涯学習・スポーツ）の強化、健康増進施策との

接続による健康寿命の延伸などを図っていくことが求められています。 

図表 厚生労働省が示す基本指針のポイント（案） 

 

 

 

1. 介護サービス基盤の計画的な整備 

2. 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

3. 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 
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２ 国の動向 

これまで整備・推進してきた「地域包括ケアシステム」をベースとする考え方に

大きな修正はなく、変更はありません。高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自

分らしい暮らしを人生の最期まで続けられる地域づくりを引き続き進めていく必要

があります。 

これらを踏まえた介護保険制度の改正のポイントとしては以下のようなものがあ

ります。 

 

（１）介護保険制度の改正 

令和５年度の通常国会において、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構

築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が可決され、成立しました。

この法律において、介護保険制度に関連する主な事項は以下の通りとなっていま

す。 

 

① 介護情報基盤の整備 

 介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療保

険者と一体的に実施。 

 多様な主体が協働して高齢者を地域で支えていく地域包括ケアシステムを深

化・推進するため、自治体・利用者・介護事業所・医療機関等が介護情報等を

電子的に閲覧できる情報基盤を整備する。 

 被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共

有・活用することを促進する事業を地域支援事業として位置付ける。 
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② 介護サービス事業者の財務状況等の見える化 

 介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、事

業者の事務負担にも配慮しつつ、財務状況を分析できる体制を整備。 

 各事業所・施設に対して詳細な財務状況（損益計算書等の情報）の報告を義務

付ける。 

 国が、当該情報を収

集・整理し、分析し

た情報を国民に分か

りやすく公表する制

度を創設する。 

 

 

③ 介護サービス事業所等における生産性の向上1に資する取組に係る努力義務 

 介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進。 

 都道府県に対し、介護サービスを提供する事業所又は施設の生産性の向上が図

られるように、必要な助言及び適切な援助を行う旨の努力義務規定を新設す

る。 

 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項に、介護サービス事業所等の生

産性の向上に資する事業に関する事項を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 「生産性の向上」とは、介護ロボットや ICT の導入を進め、スタッフの負担を減らしたりサービスの質の向上

を図ったりすることを指す。 
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④ 看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

 看護小規模多機能型居宅介護について、サービス内容の明確化等を通じて、更なる

普及を進める。 

 看護小規模多機能型居宅介護を、複合型サービスの一類型として、法律上に明

確に位置付けるとともに、そのサービス内容について、サービス拠点での「通

い」「泊まり」における看護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）が

含まれる旨を明確化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 地域包括支援センターの体制整備等 

 地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うため

の体制を整備。 

 要支援者に行う介護予防支援について、地域包括支援センターに加えて、居宅

介護支援事業所（ケアマネ事業所）も市町村からの指定を受けて実施できるこ

ととする。 

 地域包括支援センターが行う総合相談支援業務について、その一部をケアマネ

事業所等に委託することを可能とする。 

 

 

小規模多機能型 

居宅介護 
訪問看護 

＜機能＞ 

・退院直後の在宅生活へのスムーズな移行支援 

・がん末期等の看取り期、病状不安定期における在宅生活の継続支援 

・家族に対するレスパイトケア、相談対応による不安の軽減 

＊拠点における「通い」「泊まり」でも、看護サービスが提供されるこ

とを明確化する 
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訪問、通い、泊まりのサービスを 
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＜看護小規模多機能型居宅介護の概要＞ 


